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１　計画策定の趣旨

２　計画の位置づけ
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第１章　計画策定の趣旨等
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３　計画期間

４　計画の策定体制
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第２章　さくら市における自殺の現状と課題

１　さくら市における自殺の現状
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２　さくら市における課題
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第３章　計画に係る評価指標

１　評価指数
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第４章　自殺対策の取組

１　基本理念

２　計画の基盤

3　施策体系
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4　施策の展開

【施策１】　地域における見守り体制の強化
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Twitter Facebook Instagram

【施策2】　心の健康に関する知識の普及啓発
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【施策3】　心の健康づくりを推進する
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【施策4】　相談 ・ 支援活動を推進する
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第５章　自殺対策の推進体制

１　推進体制

2　計画の進行管理
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【資料２】　自殺関連相談評価基準表

自殺を考えるか

判断因子 リスク評価

レベル1
ハイリスク相談群

レベル0
一般メンタルヘルス相談群

レベル2
自殺念慮・指向群

レベル3
自殺予備群

レベル4
自殺準備・実行群

自殺の方法を具体
的に考えるか

自殺の時期につい
て考えるか

それを今すぐもしく
は実行中である

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

A. メンタルヘルス相談

B. 未遂者相談

C. 自死遺族相談

相談にはまず傾聴を基本とするが、その内容・感情等から自殺へのリスク把握の作業に取り掛かる

自殺への親和性のある言葉・行動が一定程度の頻度・
切迫感を持って聞かれるか

①疲労・辛さの訴え

②行き詰まり感

③生きる意味・目標・希望の喪失

④自己否定

⑤孤独・見捨てられ感

⑥Identity（存在）の希薄さ

⑦自責・罪意識

⑧死者への同一視

⑨自殺を連想させる単語

⑩リストカット等自傷行為

※「Ⅰ→Ⅱ」というよりも「Ⅰのプロセスの中にⅡが
含まれている」というイメージ

自殺未遂をしたのがここ1年未満であるもの

自殺未遂をしてから1年以上経っているもの

自殺未遂をしたことがあるが時期は不明であるもの

自死遺族相談であることそのもの（辛さ、怒り、後悔等）が訴えであるもの

必ずしも訴えの内容が自死遺族としての辛さではなくとも、通話者が明らかに
自死遺族であるとわかっているもの（リピーターなど）

b－1　1年未満

b－2　1年以上

b－3　不明

ｃ－1
自死遺族相談
ｃ－2

自死遺族関連相談

YES
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対応

感情の傾聴

問題の把握
（多重債務、家族問題、身体問題等）

（医療機関・各種相談機関・自助グループ等）

保護的因子の確認

適切なケア・資源の紹介

次回の相談の約束

（可能な順に進めていく）

・まずは相談員が落ち着く
・必要に応じて他の職員にモニターしてもらう（一人で対応しない）
①いまから“自殺”する
・手段について確認
・安全確保
　・目の前にロープ・刃物・薬等がある→そのものを遠ざけてもらう
　・今ビルの上などにいる→その場を離れてもらう
②今まさに“実行中”
・手段について確認
・意識の確認→可能なら自力で救急通報してもらう
・意識が朦朧としているときは周囲に人がいるかどうかの確認
　→周りの人に救急通報してもらう
③電話が切られた
・上記の努力をしたにもかかわらず、不本意な形で電話が切られた場合は
「電話相談の限界」と考える
・他のスタッフとシェアリングを行い、相談員自らのメンタルケアに努める

TALKの原則

緊急対応
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【資料 6】自殺総合対策大綱（概要）

　自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすことを
通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる
阻害要因：過労、生活困難、育児や介護疲れ、いじめや孤立感
促進要因：自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

（WHO：仏15.1（2013）、米13.4（2014）、独12.6（2014）、加11.3（2012）、英7.5（2013）、伊7.2（2012））

第１　自殺総合対策の基本理念

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

第２　自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
自殺はその多くが追い込まれた末の死である

年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだに続いている

地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する

第３　自殺総合対策の基本方針
1.　生きることの包括的な支援として推進する
2.　関連施策と有機的な連携を強化して総合的に取り組む
3.　対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4.　実践と啓発を両輪として推進する
5.　国、地方公共団体、関連団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、 その連携・協働を
　推進する

第４　自殺総合対策における当面の重点施策
1.　地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
2.　国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
3.　自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
4.　自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
5.　心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
6.　適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
7.　社会全体の自殺リスクを低下させる
8.　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
9.　遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第６　推進体制等
1.　国における推進体制
2.　地域における計画的な自殺対策の推進
3.　施策の評価及び管理
4.　大綱の見直し

第５　自殺対策の数値目標
　先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和8年までに、自殺死亡率を平成27年
と比べて30％以上減少　（平成２７年１８.５⇒１３．０以下）

★

★

★

★

★

平成２８年の自殺対策基本法の改正や我が国の自殺の実態を踏まえ抜本的に見直し

「自殺総合対策大綱」 （概要）「自殺総合対策大綱」 （概要） ※下線は旧大綱からの主な変更箇所
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【資料 7】自殺総合対策い置ける当面の重要施策（ポイント）

・自殺の実態や自殺対策の
実施状況等に関する調査
研究・検証・成果活用
（革新的自殺研究推進プ
 ログラム）
・先進的な取組に関する情
報の収集、整理、提供
・子ども・若者の自殺調査
・死因究明制度との連動
・オンサイト施設の形成等
により自殺対策の関連情
報を安全に集積・整理・分
析

・医療等に関する専門家な
どを養成する大学や専修
学校等と連携した自殺対
策教育の推進
・自殺対策の連携調整を担
う人材の養成
・かかりつけ医の資質向上
・教職員に対する普及啓発
・地域保健・産業保健スタッ
 フの資質向上
・ゲートキーパーの養成
・家族や知人等を含めた支
援者への支援

・自殺予防週間と自殺対策
強化月間の実施
・児童生徒の自殺対策に資
する教育の実施
（ＳＯＳの出し方に関する教
育の推進）
・自殺や自殺関連事象等に
関する正しい知識の普及
・うつ病等についての普及
啓発の推進

・地域自殺実態プロファイ
ル、地域自殺対策の政策
パッケージの作成
・地域自殺対策計画の策定
ガイドラインの作成
・地域自殺対策推進センタ
ーへの支援
・自殺対策の専任職員の配
置・専任部署の設置の促進

・ＩＣＴ（インターネットやＳＮ
Ｓ等）の活用
・ひきこもり、児童虐待、性
犯罪、性暴力の被害者、生
活困窮者、ひとり親家庭、
性的マイノリティに対する
支援の充実
・妊産婦への支援の充実
・相談の多様な手段の確保、
アウトリーチの強化
・関係機関等の連携に必要
な情報共有の周知
・自殺対策に資する居場所
づくりの推進

・地域の自殺未遂者支援の
拠点機能を担う医療機関
の整備
・医療と地域の連携推進に
よる包括的な未遂者支援
の強化
・居場所づくりの連動によ
る支援
・家族等の身近な支援者に
対する支援
・学校、職場等での事後対
応の促進

・精神科医療、保健、福祉等
の連動性の向上、専門職
の配置
・精神保健医療福祉サービ
スを担う人材の養成等
・うつ病、統合失調症、アル
コール依存症、ギャンブル
依存症等のハイリスク者
対策

・職場におけるメンタルヘ
ルス対策の推進
・地域における心の健康づ
くり推進体制の整備
・学校における心の健康づ
くり推進体制の整備
・大規模災害における被災
者の心のケア、生活再建
等の推進

・いじめを苦にした子ども
 の自殺の予防
・学生・生徒への支援充実
・ＳＯＳの出し方に関する教
育の推進
・子どもへの支援の充実
・若者への支援の充実
・若者の特性に応じた支援
の充実
・知人等への支援

・長時間労働の是正
・職場におけるメンタルヘ
ルス対策の推進
・ハラスメント防止対策

・民間団体の人材育成に対
する支援
・地域における連携体制の
確立
・民間団体の相談事業に対
する支援
・民間団体の先駆的・試行
的取組や自殺多発地域
における取組に対する
支援

・遺族の自助グループ等の
運営支援
・学校、職場等での事後対
応の促進
・遺族等の総合的な支援ニ
ーズに対する情報提供の
推進等
・遺族等に対応する公的機
関の職員の資質の向上
・遺児等への支援

●自殺対策基本法の改正の趣旨・基本的施策及び我が国の自殺を巡る現状を踏まえて、
　更なる取組が求められる施策

自殺総合対策における当面の重要施策 （ポイント）自殺総合対策における当面の重要施策 （ポイント）

※各施策に担当府省を明記　※補助的な評価指標の盛り込み〈例：よりそいホットラインや心の健康相談統一ダイヤルの認知度〉

1.地域レベルの実践
 的な取組への支援を
 強化する

2.国民一人ひとりの
 気づきと見守りを促
 す

3.自殺総合対策の推
 進に資する調査研究
 等を推進する

4.自殺対策に係る人
 材の確保、養成及び
 資質の向上を図る

5.心の健康を支援す
 る環境の整備と心の
 健康づくりを推進する

６.適切な精神保健医
 療福祉サービスを受
 けられるようにする

７.社会全体の自殺リ
 スクを低下させる

8.自殺未遂者の再度
 の自殺企図を防ぐ

９.遺された人への支
 援を充実する

10.民間団体との連
 携を強化する

11.子ども・若者の自
 殺対策を更に推進す
 る

12.勤務問題による
 自殺対策を更に推進
 する

※下線は旧大綱からの主な変更箇所
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